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別紙１ 調達機器・仕様一覧 

 

1 全自治体共通 

(1) タブレット端末一式 

項目 機器名 規格・性能等 特記事項 

端末 1台あたりの構成・性能 【基準品】 

株式会社日本 HP 

「HP Fortis Flip G1m 11 

Chromebook 

（型番：B1PK2PT#ABJ）」 

  OS ChromeOS ※最新版を納入すること。 

モデル Wi-Fi 

形状 コンバーチブル 

360°回転するヒンジでタブレットのように使用できること。 

CPU Intel Celeron Processor N4500と同等以上 ※Intel社製に限定す

るものではない。 

ストレージ 32GB以上 

メモリ 4GB以上 

画面 サイズ 11～14インチ 

パネル タッチパネル 

強度 Gorilla Glass 3以上 

無線 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi対応)  

カメラ機能 インカメラ及びアウトカメラ 

音声接続端子 マイク・ヘッドフォン端子を１つ以上有していること。 

外部接続端子 USB2.0以上の規格であって USB Type C PD（Power Delivery) に対応

したポートを１つ以上有していること。 

バッテリ稼働

時間 

約 15時間以上 

重さ 1.2kg程度を超えないこと（本体及びハードウェアキーボード） 

キーボード (1) 日本語レイアウト（JIS規格）であること。 

(2) キートップが外れにくい仕様であること。 
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その他 (1) マルウェアから端末を保護する機能を有していること。 

(2) ストレージにデータを暗号化して保存する機能を有しているこ

と。（必要に応じて利用可能であればよい。） 

(3) 落下、衝撃等に対する堅牢性が確保されていること。（MIL規格 

（MIL-STD-810）相当等を想定） 

(4) メーカーによる無償保証期間が 1年以上であること。 

(5) 電波法（昭和 25 年法律第 131 号）の規程に基づく技術基準の 

適合証明を受けていること。 

(6) 調達するタッチペンの収納箇所を有し、かつ、収納した状態で傾 

けた場合に落下しない仕様であること。 

付属品 充電ケーブル、AC アダプタ等、製品の標準付属品一式を付属するこ

と。 

 

(2) タッチペン  

項目 規格・性能等 特記事項 

タッチペン (1) 調達するタブレット端末メーカーの純正品であること。（調達するタブレット

端末の付属品、別売りの別は問わない。） 

(2) 調達するタブレット端末及び調達する画面保護フィルムに対応しており、支障

なくタッチ及び記入ができること。 

(3) 調達するタブレット端末に収納でき、かつ、収納した状態で傾けた場合に落下

しないものであること。（収納箇所は問わないが、外付けは不可とする。） 

(4) USI規格対応であること。 

(5) メーカーによる無償保証期間が 1年以上であること。 

【基準品】 

株式会社日本 HP 

「HP Fortis Flip G1m 11 

Chromebook 

（型番：B1PK2PT#ABJ）」標準付属品 
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(3) モバイルデバイス管理(MDM) 

項目 仕様等 特記事項 

モバイルデバイス管理(MDM) (1) 端末にログイン可能なユーザに関する制御設定ができること。 

(2) 端末が利用するソフトウェア、拡張機能等の配信設定ができること。 

(3) 接続先ネットワークの制御ができること。 

(4) 紛失・盗難時の制御設定ができること。 

(5) マニュアルは日本語にてPDF等でも参照できること。 

【指定品】 
Google for Education 
「Google GIGA License」 

 

 

(4) 設置・据え付け 

項目 仕様等 特記事項 

初期設定（キッティング） 主な業務内容は以下のとおりとするが、自治体によって各項目の要否が異なる

ため、具体的な業務内容は契約締結時に各参加自治体の指定する内容とする。 

なお、以下の業務以外にも各参加自治体が指定する業務がある場合は対応する

こと。 

(1) モバイルデバイス管理(MDM)（以下「MDM」という）の設定 

(2) 各ハードウェア、ソフトウェアの設定内容書類の納入 

(3) 各ハードウェア、ソフトウェアの操作手順書の納入 

(4) MDMの操作説明 

(5) ネットワークへの接続設定 

(6) 各納入先でのネットワーク接続確認 

 

開梱・不要梱包物撤去処理 (1) 開梱の上納入すること。 

(2) 開梱作業等によって生じた梱包物は、撤去処理すること。 

 

管理番号等テープラベル添付 (1) 各参加自治体が指定する内容で管理番号等テープラベルを作成すること。 

(2) 管理番号等テープラベルは、各参加自治体が指定する物及び指定する箇所に 

添付すること。 
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(5) 運搬 

項目 仕様等 特記事項 

運搬 (1) 別紙３「納入場所別数量一覧」の納入場所に運搬すること。 

(2) 運搬場所は納入先の指示によるものとし、納入先ごとに 1箇所への納入とす 

る。 

なお、充電保管庫への設置は行わないものとする。 

(3) 運搬に当たっては、校舎の設備等を汚損、損傷等することのないよう、必要 

に応じ養生を行うなど、適切な対応を施すこと。 

(4) 運搬日程調整は、各参加自治体の指示により、受注者と納入先担当又は各参 

加自治体担当の間において行うこととし、日程が決定次第、各参加自治体に運 

搬計画表を提出すること。 

 

 

 

 

2 オプション 

項目 仕様等 特記事項 

画面保護フィルム (1) 調達するタブレット端末及び調達するタッチペンに対応しており、支障なく

タッチ及び記入ができること。 

(2) 材質がPETであること。 

(3) ブルーライトカット機能を有していること。 

(4) 指紋防止機能を有していること。 

(5) 調達するタブレット端末に貼付すること。 

 

 


